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会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

１.開  会 

２.会長あいさつ 

３.自己紹介 

４.副会長の互選 

５.議事 

（１）報告事項 

・令和３年２月１日再編後のコミュニティバスあおぞらについて 

事務局より、再編後の利用者状況（月別比較）、意見要望等の報

告を行う。 

■質疑応答 

（会長）赤堀シャトル、東西シャトルは、高校生の利用がかなり

多く、特に赤堀シャトルについて、以前は乗り切れない日もあり

ました。そういったことを含めて朝の便を一便増発した次第で

す。夕方帰りの乗り継ぎのバスについても、１７時台を一便増便

したことにより、下校の時間帯にも対応できるようになり、利用

者の増加につながると思います。それから東西シャトルについて

は、新田暁高校に通う生徒の利用が多く、これまでのダイヤでは

下校の時間帯は、１６時台のあと１９時代までバスがありません

でした。そこで、新田暁高校発１８時２５分を一便増発し、部活

動の終わった時間帯に対応し、帰宅の足を確保しました。以上の

再編内容については、昨年度までかなり検討を重ねて実施しまし

たので、高校生の利便性の向上につながるかと思います。その他

として、不便になった点もあるわけですが、例えば、あずま・境

連絡バスなどは、最後の便を平日カットしたなど、再編によって

若干の不便が生じている点については、やむを得なく、今後の課

題であると考えます。再編によってかなり良くなっており、コロ

ナ禍においても今年度は利用者が持ち直すのではないかと考えら

れます。以上が補足説明となります。 

（２）協議事項 

・群馬県地域公共交通計画の策定について 

事務局より、今後の策定スケジュールと伊勢崎市地域公共交通会

議の開催について、県央広域圏地域公共交通計画（検討案）につ

いて、群馬県地域公共交通計画に係る意見照会表について説明を

行う。 

■質疑応答 

（委員）質問というよりは意見になります。計画についてはこれ

までの調査の結果がもとになっているわけですが、伊勢崎市の街

づくり計画には、私は参画していないので細かい点はわかりませ

んが、将来を見越した新しい企画の中で適切な計画になるように

考慮していく必要があるのではないかと思います。また、主要幹

線というと、どうしても鉄道系の交通機関に偏りがちですが、こ

の公共交通会議にも鉄道系の事業者さんは来ていないわけです

が、鉄道系の事業者さんの意見も聞く必要があるのではないかと

いうことです。それから、８番のところで、伊勢崎→本庄→本庄

早稲田の路線が挙げられておりまして、この考え方は重要だと思

います。どうしても他地域につながっているというと鉄道系のも

のだけが念頭に挙がりがちですが、まず道路を利用した、市民が

実際に東京方面にどのように移動しているのかを含めて、基幹路

線として位置付けることが大切ではないかと考えます。 

それから今後 CO2 削減のため電気自動車に置き換える話がありま

すが、実際に発生している CO2 の２６、２７％は運輸関係でその

うち１０％は自家用車からという現状もありました。したがって



今と同じような自家用車の利用で車が電気になっても同じだけエ

ネルギーを使うことになってしまいますので、脱自家用車にして

いかないとだめだということになります。考えてみますと、自家

用車に関する社会的な費用負担が、ほとんどされていません。鉄

道やバスが事故を起こすと大問題になるが、自家用車の事故は日

常あちこちで起こっており、これに対する費用負担がうやむやに

なって保険で対応しています。これは CO2 を削減して脱炭素社会

をつくるということと、自家用車を使わないで移動ができ、自家

用車に依存しないで生活ができるような街づくり、これが立地適

正化計画なんだと思います。それをよく反映した内容で何で市民

が移動するのか、どこに住めばそうすることができるのかを自家

用車の費用負担を含めて、考えていかないといけないのではない

かと、その点が４番の費用負担に盛り込まれてもいいのかなと思

いました。 

それから、６番目の公共交通ネットワークの結節点についてです

が、ダイヤのことが書いてありますが、もう少し、ハード的な面

での配慮すべき点があるのではないかなと。一般に駅で鉄道を降

りた場合にバスまでの距離が非常に長いということ、それから伊

勢崎駅は非常によくできていますが、濡れて歩かないと乗れな

い、そういう点があります。それから鉄道の跨線橋ですとか道路

ですとか、歩行者がハードルを越えないと反対側に行けないとか

そういった形の街づくりがされているということも、この改善ポ

イントになるのではないかと思います。例えば、危険バス停の問

題などで自家用車の規制を含めていかないと、公共交通の利便

性、安全性が上がらないということになるので、自家用車のメ

リット、デメリットを含めて新しい計画は考えていかないといけ

ないと思います。 

（会長）ありがとうございました。ご指摘があったように環境問

題、その他諸々の問題は議論しますと、きりなくあがってくるわ

けです。今回は公共交通計画に関わる意見照会、そういう中でい

かに簡潔で的確に盛り込むかという趣旨で照会表がまとめられて

います。照会表につきましては、私と事務局で事前に打ち合わせ

をし、時間をかけて議論しました。その中で、基幹幹線、主要幹

線、補助路線、この辺が曖昧な言葉であって、伊勢崎市だと鉄道

事業が基幹幹線、主要幹線としては本庄方面に行く、これしか

入ってないわけです。そこで照会書には、③東西シャトル、①赤

堀シャトル、⑪―1境島村シャトルを設定しました。主要幹線とし

ますとコミュニティバスは含まれないのかもしれませんが、他市

まで繋がっているということを踏まえて主要幹線の位置づけとし

ました。 

それから、サービス水準についてですが、基幹幹線は１５分に１

本としていますが、今は１時間に 1 本しかないという現状ではあ

りますが、自家用車の利用を減らさなければいけないという共通

の課題である中で、公共交通を検討する立場からすると、是非１

５分に１本の水準を切に望んでの案ということです。現実に東武

線は朝の時間帯で１５分に１本走っていますし、両毛線も数年前

までは１５分おきに走っている時間帯もありました。また、伊勢

崎市の場合、本庄、深谷、籠原、熊谷まで車で行って、高崎線や

新幹線に乗るというアクセスが非常に多いわけですが、そういっ

たことも踏まえて、主要幹線に関しても３０分に１本程度とさせ

ていただきました。 

いかがでしょうか。県の交通政策課の方から、補足説明等あれ



ば、お願いいたします。 

（委員）県計画の今の状況ですが、昨年度の３月に協議会を立ち

上げまして令和４年度の策定を目指しています。県が考えている

計画の方向性とすると、まず主要な拠点を設定する、そのあとに

幹線を引いていくという考え方になっています。今の状況とする

と主要な拠点の案を各自治体に提示させていただいているという

状況です。幹線についてもどのように引いていくのかが大きな課

題となっているわけですが、それぞれの地域に意見を投げかけて

いますので、あれもこれもという意見が出てくるものと想定して

います。利用者の多いバスも少ないバスも利用者にしてみれば、

大切な足ですが、限られた予算の中で、効率的で持続可能な公共

交通ネットワークを確立していかなければならないと思います。

公共交通の財政的な状況というのも非常に苦しい時代になってき

ていまして、このままではバス、鉄道がなくなってしまうので、

そんな中で広域的な視点でどこが大事なのか考えていくのがこの

計画の趣旨となっています。とはいえ、県が一方的に作った計画

では、各市町村の状況が漏れてしまうということで、今回照会を

させていただきました。この主要路線、補助路線につきまして

も、いただいた意見を参考に調整をさせていただければと思いま

す。 

（会長）ありがとうございました。公共交通計画ということで、

まず鉄道が出てきて、今までコミュニティバスについて、この会

議では議論してきたので 鉄道関係の方が入っていないというこ

とで、今後の検討ということになるかと考えます。それから、こ

の計画は路線バスが中心にいろいろなことが議論されていて、主

要幹線というのは、道路ではなくバスとしての主要幹線という認

識です。公共交通では、タクシーも重要な位置づけになります

が、タクシーを軽視しているわけではなく包括的に考えていきた

いという趣旨ですのでご理解いただければと思います。 

県へ提出します意見照会表につきましては、原案に本日委員の方

からいただきました意見を加えて、報告するということでよろし

いでしょうか。 

（委員一同）（反対意見無し） 

（会長）それでは、意見照会表につきましては、事務局で微修正

を加えたあと提出いたします。 

６.そ の 他 

事務局より今後の予定等について説明を行う。 

群馬県地域公共交通計画策定スケジュールの中に、今年度の２月

頃、市町村での地域公共交通会議が予定されていることを説明し

た。 

また、次回の地域公共交通会議の開催日時は決まり次第通知する

旨を説明した。 

７.閉  会 

 

 


